
お兄ちゃん、お姉ちゃ

んと仲よしのユメチャン。

これからも笑顔でみんな

をいやしてネ！

父　工・母　千絵さん

小原
おばら

結芽
ゆめ

ちゃん
1歳9カ月（松尾台）

岡本
おかもと

悠雅
ゆうが

くん
1歳9カ月（笹尾）

我が家のわんぱく大将、

強くたくましく育ってま

す！これからもずっとピカ

ピカの笑顔を振りまいてね。

父　弘之・母　佳代子さん

� おおきいザリガニ

がちいさいつぶつぶの

エサをたべてるよ。

村山
むらやま

和奏
わかな

さん

（ゆりぐみ）

� 遠足で須磨水族園

にいきました。ニモか

わいいでしょ？

福本
ふくもと

咲都紀
さつき

さん

（すみれぐみ）

� とうさんザリガニと

こどもザリガニがなかよ

く、おはなししているよ。

黒木
くろき

翔瑛
しょうえい

くん

（ゆりぐみ）

� 須磨水族園のイル

カショーです。楽しか

ったね～！！

三好
みよし

将生
まさお

くん

（すみれぐみ）

猪 名 川 幼 稚 園

歯周病はほとんど症状がない状態で

静かに進行し、重症になって初めて歯

ぐきの腫れや出血という症状が現れま

す。早期に発見・治療して8 0 2 0（8 0歳

で2 0本の歯を残すこと）をめざしまし

ょう。

�受診方法 ①保健センターへ電話で

申込む　②保健センターから受診票が

届いたら下表の歯科医院「（社）川西

市歯科医師会会員医療機関」に電話予

約をする　③受診票をもって受診する　

※下表の歯科医院以外では受診するこ

とができません

�内容 歯科医による歯周疾患検診

（口腔清掃状態や歯周ポケットの測定

など）・歯科相談および指導

�実施期間 平成1 8年1 0月１日～同1 9

年２月28日

�対象 今年度2 0歳、3 0歳、4 0歳、5 0

歳、6 0歳、7 0歳、8 0歳になる人（昭和

１年、同1 1年、同2 1年、同3 1年、同4 1

年、同5 1年、同6 1年の、それぞれ４月

１日～翌年の３月3 1日生まれ）で検査

希望の人

�料金 無料

問い合わせは、保健センター（�

766－1000）へ。

成人歯科検診（節目検診）実施医療機関一覧

＜４＞広 　 報　 い 　な 　 が 　わ 平成１８年( 2 0 0 6年)１０月１日＜５＞

10月から
世
界
最
長
の
平
均
寿
命
や
高
い

保
健
医
療
水
準
を
実
現
し
て
き
た

医
療
保
険
制
度
は
、
急
速
な
少
子

高
齢
化
、
経
済
の
低
成
長
へ
の
移

行
、
生
活
や
意
識
な
ど
大
き
な
環

境
変
化
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

21
世
紀
に
お
い
て
も
医
療
保
険

制
度
が
安
定
し
、
生
命
と
健
康
に

対
す
る
安
心
に
応
え
ら
れ
る
制
度

と
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
、
安
心
で
き
る
国
民
皆

保
険
制
度
を
堅
持
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
適
切

な
方
法
に
よ
る
医
療
費
の
適
正
化

を
進
め
る
と
と
も
に
、
給
付
の
平

等
、
負
担
の
公
平
を
図
る
観
点
か

ら
、
制
度
体
系
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
以
外
の

方
は
、
現
在
加
入
の
保
険
者
（
勤

務
先
ま
た
は
社
会
保
険
事
務
所
な

ど
）
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
も
、
医
療
費
の
抑
制
の

た
め
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
な
ど

日
々
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
は
、
保
険
住
民
課

（
�
７
６
６
・
８
７
０
０
）
へ
。

急
速
に
進
展
す
る
少
子
高
齢
化
の
な
か
で
、
膨

ら
み
続
け
る
医
療
費
と
国
民
負
担
と
の
均
衡
を
と

り
、
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
医
療
保
険
制
度
を
将
来
に
わ
た
り
維
持
す
る

た
め
、
健
康
保
険
法
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
た
び
改
正
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
制
度

を
中
心
に
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

安
定
し
た
医
療
保
険
制
度
に
！

70歳以上の方の自己負担の見直し①

7 0歳以上の方の医療費の自己負担割合が
変わります

7 0歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得者は、現

役世代と同様に自己負担が３割となります。

平成 1 8年9月

まで2割負担

平成1 8年1 0月

から3割負担

現
役
並
み
所
得
者

現役並み所得者とは・・・

現役世代の平均的な課税所得と同程度となる、標準報酬月

額2 8万円以上、課税所得1 4 5万円以上ある高齢者の方。年収ベ

ースで見ると、次のようになります。

●現役並みの所得がある方（年収ベース）

高齢者
複数世帯

単身世帯

平成18年8月から

520万円以上

383万円以上

※高齢者複数世帯とは・・・

同じ世帯に7 0歳以上の被保険者の方が２人以上の世帯（6 5

歳以上で障害認定により老人保健で医療を受けている方を含

む）

※課税所得が1 4 5万円以上で世帯の収入金額が5 2 0万円未満

の世帯（単身世帯は3 8 3万円）は、基準収入額適用申請書の

提出により1割負担となります。

70歳以上の方の自己負担の見直し②

70歳以上の方の高額療養費（高額医療費）
の自己負担限度額が変わります

現
役
並
み
所
得
者

１カ月に自己負担する医療費が限度額を超えた場

合、超過分が戻る「高額療養費」（高額医療費）の自

己負担額が次のようになります。

一
般
の
方

外
来

外
来

世
帯
単
位

世
帯
単
位

改正前 平成18年10月から

40,200円 44,400円

72,300円＋（医療費－
241,000円）×1％

※多数該当（40,200円）

80,100円＋（医療費－
267,000円）×1％

※多数該当（44,400円）

12,000円

40,200円

左欄のまま

44,400円

低所得者の自己負担限度額は変わりません

低所得者の自己負担限度額は、次のまま据え置かれます。

外来

世帯単位

低所得者Ⅰ 低所得者Ⅱ

8,000円

15,000円 24,600円

※多数該当とは・・・

過去1 2カ月間に一つの世帯での高額療養費の支給が４回以

上あった場合は、４回目以降は多数該当の限度額となります。

※低所得者Ⅰとは・・・

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必

要経費・控除（年金の所得は控除額を8 0万円として計算）を

差し引いたときに０円となる方。

※低所得Ⅱとは・・・

同一世帯の全員が住民税非課税の方（低所得Ⅰ以外の方）。

※公的年金等控除の縮減および老年者控除の廃止にともな

い、新たに現役並み所得者に移行する7 0歳以上の方は、平成

1 8年８月から２年間、自己負担限度額が一般並みに据え置か

れます。（課税所得が145万円以上213万円未満の方）

※課税所得が2 1 3万円以上で世帯の収入金額が5 2 0万円以上

6 2 1万円未満の世帯（単身世帯は3 8 3万円以上4 8 4万円未満）

は、基準収入額適用申請書の提出により自己負担限度額が一

般になります。

7 0歳未満の方の高額療養費の自己負担限度
額が変わります

改正前 平成18年10月から

上
位
所
得
者

一
般
の
方

低
所
得
者

139,800円＋（医療費－
466,000円）×1％

※多数該当（77,700円）

150,000円＋（医療費－
500,000円）×1％

※多数該当（83,400円）

72,300円＋（医療費－
241,000円）×1％

※多数該当（40,200円）

80,100円＋（医療費－
267,000円）×1％

※多数該当（44,400円）

35,400円

※多数該当（24,600円）
変更はありません

上位所得者とは・・・

国民健康保険税の算

定の基礎となる総所得

金額などが6 0 0万円を超

える世帯

改正前 平成18年10月から

600万円超

70歳以上の方の自己負担の見直し③

療養病床入院時の食費・居住費の利用者負
担が変わります

療養病床に入院するときの食費・居住費が介護保険では平

成1 7年1 0月より利用者負担になっていますが、これに合せて

医療保険で入院した高齢者の方も利用者負担となります。た

だし、難病など入院の必要が高い方は、従来どおり食費の一

部負担のままです。

改正前 平成18年10月から

入院時食事療養費
入院時生活療養費

自己負担
（食材費相当）

食費自己負担
（食材費＋調理コスト相当）

居住費自己負担
（光熱水費相当）

これまでは、入院時の

食費の費用は一部を患者

が自己負担し、残りは健

康保険から支払われてい

ました。

療養病床入院時の食費・居住

費は患者が自己負担し、残りの

生活療養の費用は健康保険から

支払われます。

合計自己負担額の目安 合計自己負担額の目安

現役並み
所得者

一般

現役並み
所得者

一般

97,000円／月
（64,000円）※

※４カ月目以降の合計自己負担額

134,000円／月
（96,000円）※

64,000円 94,000円

現金給付の見直し④

出産育児一時金の支給が3 5万円になります

出産育児一時金は、被保険者が出産したときに支給されま

すが（妊娠４カ月（8 5日）以降であれば死産・流産を含む）

その額が引き上げられます。

改正前 平成18年10月から

１児につき30万円 １児につき35万円

670万円超

一般の方は、引き続き1割負担です

70歳未満の方の自己負担の見直し②

１カ月に自己負担する医療費が限度額を超えた場

合、超過分が戻る「高額療養費」の自己負担額が次の

ようになります。

�
こ
の
プ
レ
ー
ト

を
提
示
し
て
い
る

歯
科
医
院
で
実
施
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